
高松病院医療事故発生時の報告体制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

※医師法第２１条 

「死体を検案し異常死があると判断した場合、２４時間以

内に所轄警察署に届けなければならない」 
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医療安全管理室 

医療事故対策委員会 

（事務部長を委員長とする） 

事務部長 庶務課長 医事課長 診療部長 

各課部長 看護部長 医療安全管理室長 

事故原因の把握  

過失・因果関係より病院の意思決定を行う 

 事故防止の指示 

 患者さんの治療チームの立ち上げと指示 

 患者家族への謝罪、事実説明 

※ 説明は複数で行い、内容は記録し、文章で残す 

 

事故調査委員会 

内部・外部から招集 

事故の原因究明と再発防止策の検討 

所轄警察署連絡（※医師法２１条）    

保健所連絡 

連合会本部連絡 

医療過誤 
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事故当事者 
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事故の科学的・客観的な調査、分析 

 事故原因と再発防止策を検討し結果を

病院長に答申 

 答申内容を患者・家族へ病院長名で送

付し概略を直接説明 

本部への報告 

緊急または重大事故発生 


